
春日部市地域子育て支援協議会規約

（目的）

第１条 子育てに関する団体等が連携し、地域社会全体で安心してこどもを生み育てるこ

とができる環境を整備するため、春日部市地域子育て支援協議会（以下「協議会」とい

う。）を設置する。

（事業）

第２条 協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

（1）参加団体の主体的な活動の促進に関する事業
（2）参加団体間の連携に関する事業
（3）その他、協議会の目的を達成するために必要な事業
（協議会の組織）

第３条 協議会は、入会団体等の代表者等（以下「委員」という。）をもって組織する。

（入会団体）

第４条 入会団体は、市民を対象とし、市内での活動を主とする団体とする。

２ 協議会に入会希望する団体は、入会申込書を会長に提出し、許可を得た日から資格を有

する。

３ 団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

（1）退会を申し出たとき
（2）団体の存在が認められなくなったとき
（3）その他必要と認めた場合
（役員）

第５条 協議会に、次の役員を置く。

（1）協議会に会長１名、副会長１名、会計２名、監事２名、広報１名（以下「役員」とい
う。）を置く。

２ 役員は、委員の互選によりこれを決定する。

３ 役員の任期は２年とし、再選を妨げない。なお、役員が欠けた場合の補欠役員の任期は、

前任者の残任期間とする。

（役員の職務）

第６条 役員の職務は次のとおりとする。

（1）会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
（2）副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その
職務を代理する。

（3）会計は、会計事務を処理する。
（4）監事は、会計を監査する。
（5）広報は、協議会の効果的な周知等を検討する。
（会議）



第７条 協議会の会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。

（総会）

第８条 総会は、次の事項を審議決定する。

（1）予算及び決算に関すること
（2）事業計画の策定及び運営に関すること
（3）役員の選任及び実行委員会委員の任命に関する同意
（4）規約の改正
（5）協議会の解散
（6）その他運営に関する重要事項
２ 総会は、協議会委員の２分の１以上の出席によって成立し、議決は出席委員の過半数を

もって決する。

３ 会長は、必要があると認めるときは協議会委員以外の者に対して、総会への出席又は資

料の提出等を求めることができる。

４ 総会は、原則として毎年度１回開催する。

５ 総会を招集することが出来ない、やむを得ない事象が発生した場合は、書面にて議決を

取ることとする。

（役員会）

第９条 役員会は必要に応じて開催し、会務の運営及び総会提案案件を審議する。

（実行委員会）

第１０条 協議会は、第２条に掲げる事業に関し、研究調査その他の作業を行うため実行委

員会を置く。

２ 実行委員会に関する必要な事項は会長が別に定める。

（会長の専決処分）

第１１条 会長は、入会または退会に関する事項など緊急を要する場合、総会及び役員会（以

下「総会等」という。）を招集する時間的余裕がないときは、その審議決定すべき事項（規

約の廃止及び重要事項の改正に関する事項を除く。）について、これを専決処分すること

ができる。

２ 会長は、前項の規定により専決処分を行ったときは、これを次の総会等において報告し

なければならない。

（経費）

第１２条 協議会の運営に要する経費は、補助金その他の収入をもってこれに充てる。

（会計年度）

第１３条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（事務局）

第１４条 協議会の事務局を春日部市こども未来部こども育成課内に置く。

（その他）

第１５条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。



附 則

（施行期日）

この規約は、会長決裁のあった日から施行する。


